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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電池を収容可能な電池収容装置において、
　前記電池収容装置の開口部を開閉すると共に、閉じた状態でロックするロック部材を有
する電池蓋と、前記電池蓋の厚さ方向に移動自在に前記電池蓋内に内蔵され、前記ロック
部材がロックしたときに前記電池の端子に接触する接触部を有する接触端子とを備え、
　前記接触端子は、前記電池蓋が閉じて前記ロック部材がロックしたときに、前記接触部
が前記電池蓋の内側に突出し、前記ロック部材の係合が解除されたときに、前記接触部が
前記電池蓋の中に引き込まれるように構成されていることを特徴とする電池収容装置。
【請求項２】
　前記ロック部材は、前記電池蓋に内蔵され、前記電池蓋が閉じたときに前記電池蓋の長
さ方向に移動自在であって、前記接触端子は、前記ロック部材の移動に応じて前記電池蓋
の厚さ方向に移動するように構成されていることを特徴とする請求項１記載の電池収容装
置。
【請求項３】
　前記ロック部材は、前記長さ方向及び前記厚さ方向に夫々垂直な垂直方向に突出するカ
ムピンを有し、前記接触端子は、前記カムピンと係合すると共に前記電池蓋の厚さ方向に
対して傾斜した長穴を有し、当該長穴の傾斜方向は、前記電池蓋が閉じた場合において、
前記ロック部材がロック方向に移動したときに前記接触端子が前記電池蓋の内側に移動し
、前記ロック部材がロック方向と反対方向に移動したときに前記接触端子が前記電池蓋の
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外側に移動するような方向であることを特徴とする請求項２記載の電池収容装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池収容装置、特に装置本体に設けられた電池収容装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　装置本体の電源をなす、例えば単三電池１は、円柱状であり、頂部にプラス端子部１１
を、底部にマイナス端子部１２を有し、装置本体に電力を供給する（図４）。
【０００３】
　図４は、従来の電池収容室の概略構成を示す断面図であり、電池蓋が閉ロック状態にあ
る場合を示す（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　図４において、装置本体（不図示）は、電池１を収容する電池収容室２を有し、電池収
容室２は、その頂部に、ヒンジピン７を介して電池収容室２の開口部の開閉を行う電池蓋
３を有する。
【０００５】
　電池蓋３は、その内部に空洞を有し、この空洞内にプラス接触端子４を内蔵している。
プラス接触端子４は、その下端に電池１のプラス端子部１１と接触するプラス接触部４１
を有する。
【０００６】
　電池収容室２は、その底部に頂部側に付勢されたＵ字形バネから成る内部接触端子５を
有し、内部接触端子５は、その上端に電池１のマイナス端子１２と接触するマイナス接触
部５１を有する。
【０００７】
　電池収容室２は、電子蓋３が開状態のときに、電池１の装填／取り出しが可能であり、
閉状態のときに、装置本体に電力を供給することができる。
【０００８】
　電池収容室２は、電池蓋３の直下内側部にロック係合凹部２１を有しており、電池蓋３
には、電池蓋３が閉じている状態においてロック係合凹部２１に対して電池蓋３の長さ方
向に突出／引っ込み自在にロック部材６が内蔵されている。ロック部材６は、一端がロッ
ク係合凹部２１に嵌合すると共に、他端が電池蓋３の外部に突出する操作部６１を構成す
るＬ字形をなす。
【０００９】
　図４では、電池蓋３が閉じていると共に、ロック部材６のロック係合凹部２１への係合
によりロック状態にあり（閉ロック状態）、プラス接触端子４及びマイナス接触端子５は
、夫々プラス端子部１１及びマイナス端子部１２に当接している。これにより、装置本体
内の回路が閉じたときに、装置本体に電力を供給することができる。
【００１０】
　図４において、ロック部材６の操作部６１を矢印Ｃの方向（ロック方向と反対の方向）
に操作すると、図５に示すように、電池蓋３が矢印Ｄの方向に回動して（開ロック解除状
態）、最終的には、図６に示すように、電池収容室２の開口部を完全に開とすることがで
きる（開状態）。この状態において、使用者は、電池１の装填／取り出しをすることがで
きる。
【００１１】
　上記プラス接触端子４のプラス接触部４１は、その先端部の形状が「平坦」であり、上
記マイナス接触端子５のマイナス接触部５１は、その先端部の形状が「断面三角の凹凸状
」である（例えば特許文献２参照）。
【００１２】
　マイナス接触部５１の先端部の形状を「断面三角の凹凸状」とする理由は、電池１の保



(3) JP 4235540 B2 2009.3.11

10

20

30

40

50

存状態によってはプラス端子部１１等に付着形成される異物や酸化膜を突き破って接触抵
抗値を減少させ、もって電池１の作動時間を増加させるためである。
【特許文献１】特開２００３－１７８７３３号公報
【特許文献２】特開平７－４５２６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、プラス接触端子４のプラス接触部４１は、使用者が電池1の交換の度に
アクセスする部分であることから、プラス接触部４１は、その先端部の形状が、使用者の
安全のために、「断面三角の凹凸状」ではなく「平坦」としているので、プラス接触端子
４のプラス接触部４１と電池１のプラス端子部１１との接触状態を良好に維持することが
困難である。
【００１４】
　本発明の目的は、電池交換時の使用者の安全を維持しつつ、接触端子の接触部と電池の
端子部との接触状態を良好に維持することができる電池収容装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記の目的を達成するために、本発明は、電池を収容可能な電池収容装置において、前
記電池収容装置の開口部を開閉すると共に、閉じた状態でロックするロック部材を有する
電池蓋と、前記電池蓋の厚さ方向に移動自在に前記電池蓋内に内蔵され、前記ロック部材
がロックしたときに前記電池の端子に接触する接触部を有する接触端子とを備え、前記接
触端子は、前記電池蓋が閉じて前記ロック部材がロックしたときに、前記接触部が前記電
池蓋の内側に突出し、前記ロック部材の係合が解除されたときに、前記接触部が前記電池
蓋の中に引き込まれるように構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１記載の電池収容装置によれば、電池蓋が閉じて電池蓋がロックしたときに、接
触部が電池蓋の内側に突出し、ロックが解除されたときに、断面三角の凹凸状の接触部が
電池蓋の中に引き込まれるので、電池交換時の使用者の安全を維持しつつ、接触端子の接
触部と電池の端子部との接触状態を良好に維持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　装置本体の電源をなす、例えば単三電池１は、円柱状であり、頂部にプラス端子部１１
を、底部にマイナス端子部１２を有し、装置本体に電力を供給する（図１）。
【００２２】
　図１は、本発明の実施の形態に係る電池収容装置の概略構成を示す断面図であり、電池
蓋が閉ロック状態にある場合を示す。
【００２３】
　図１において、装置本体（不図示）は、電池１を収容する電池収容室２（電池収容装置
）を有し、電池収容室２は、その頂部に、ヒンジピン７を介して電池収容室２の開口部の
開閉を行う電池蓋３を有する。
【００２４】
　電池蓋３は、その内部に空洞を有し、この空洞内にプラス接触端子４を内蔵している。
プラス接触端子４は、その下端に電池１のプラス端子部１１と接触するプラス接触部１２
を有する。プラス接触端子４は、空洞内で電池蓋３の厚さ方向に移動自在となるように構
成されている。
【００２５】
　電池収容室２は、その底部に頂部側に付勢されたＵ字形バネから成る内部接触端子５を
有し、内部接触端子５は、その上端に電池１のマイナス端子部１２と接触するマイナス接
触部５１を有する。
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【００２６】
　電池収容室２は、電池蓋３が開状態のときに、電池１の装填／取り出しが可能であり、
閉状態のときに、装置本体に電力を供給することができる。
【００２７】
　電池収容室２は、電池蓋３の直下内側部にロック係合凹部２１を有しており、電池蓋３
には、電池蓋３が閉じている状態において、ロック係合凹部２１に対して電池蓋３の長さ
方向に突出／引っ込み自在にロック部材６が内蔵されている。ロック部材６は、ロック方
向に移動したときに一端がロック係合凹部２１に嵌合すると共に、他端が電池蓋３の外部
に突出する操作部６１を構成するＬ字形をなす。
【００２８】
　ロック部材６は、Ｌ字形の角部にヒンジピン７と平行（電池蓋３の長さ方向及び厚さ方
向に夫々垂直）にカムピン６３を有し、プラス接触端子４は、カムピン６３と係合する長
穴４２を有する。長穴４２は、電池蓋３の厚さ方向に対してヒンジピン７側に傾斜してお
り、具体的には、その傾斜方向は、電池蓋３が閉じた場合において、ロック部材６がロッ
ク係合凹部２１側（ロック方向）に移動したときにプラス接触端子４が電池蓋３の内側に
移動し、ロック部材６がヒンジピン７側（ロック方向と反対方向）に移動したときにプラ
ス接触端子４が電池蓋３の外側に移動するような方向である。
【００２９】
　上記プラス接触端子４のプラス接触部４１、及び上記マイナス接触端子５のマイナス接
触部５１は、夫々、先端部の形状が「断面三角の凹凸状」である。
【００３０】
　図１では、電池蓋３が閉じていると共に、ロック部材６がロック係合凹部２１側に移動
してロック部材６のロック係合凹部２１への係合によりロック状態にある（閉ロック状態
）。このとき、プラス接触端子４は、電池蓋３の内側に移動して、プラス接触端子４及び
マイナス接触端子５を、夫々プラス端子部１１及びマイナス端子部１２に当接している。
これにより、装置本体内の回路が閉じたときに、装置本体に電力を供給することができる
。
【００３１】
　図１において、ロック部材６の操作部６１を矢印Ａの方向（ヒンジピン７側）に操作す
ると、図２に示すように、電池蓋３が矢印Ｂの方向に回動するときに、カムピン６３と長
穴４２の作用によりプラス接触端子４を電池蓋３の外側に移動させて（開ロック解除状態
）、最終的には、図３に示すように、電池収容室２の開口部を完全に開とすることができ
る（開状態）。この状態において、使用者は、電池１の装填／取り出しをすることができ
る。
【００３２】
　本実施の形態によれば、電池蓋３を閉じて、ロック部材６をロック係合凹部２１側（ロ
ック方向）に移動することにより、プラス接触端子４を電池蓋３の内側に移動して、先端
部の形状が「断面三角の凹凸状」であるプラス接触端子４をプラス端子部１１に確実に当
接させることができると共に（図１）、電池蓋３を開けるときに、ロック部材６をヒンジ
ピン７側に移動することにより、プラス接触端子４を電池蓋３の外側に移動して、先端部
の形状が「断面三角の凹凸状」であるプラス接触端子４を電池蓋３の空洞内に確実に格納
することができ（図２，図３）、もって、電池交換時の使用者の安全を維持しつつ、プラ
ス接触端子４のプラス接触部４１と電池１のプラス端子部１１との接触状態を良好に維持
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施の形態に係る電池収容装置の概略構成を示す断面図であり、電池蓋
が閉ロック状態にある場合を示す。
【図２】本発明の実施の形態に係る電池収容装置の概略構成を示す断面図であり、電池蓋
が開ロック解除状態にある場合を示す。
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【図３】本発明の実施の形態に係る電池収容装置の概略構成を示す断面図であり、電池蓋
が開状態にある場合を示す。
【図４】従来の電池収容室の概略構成を示す断面図であり、電池蓋が閉ロック状態にある
場合を示す。
【図５】従来の電池収容室の概略構成を示す断面図であり、電池蓋が開ロック解除状態に
ある場合を示す。
【図６】従来の電池収容室の概略構成を示す断面図であり、電池蓋が開状態にある場合を
示す。
【符号の説明】
【００３４】
１　電池
２　電池収納室
３　電池蓋
４　プラス接触端子
５　内部接触端子
６　ロック部材
７　蓋支持軸
１１　電池プラス端子部
１２　電池マイナス端子部
２１　ロック係合凹部
４１　プラス接触部
４２　長穴
５１　マイナス接触部
６１　操作部
６２　ロック部
６３　カムピン
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